
3 月になり、卒業式や修了式が近づいてきました。1 年間のま
とめをしっかりして、次の学年につなげていきましょう。 

3 月２０日は、春分の日です。自然をたたえ、生物をいつくし
む日です。昼と夜の⻑さが等しくなる日でもあります。 

 
 
 
 
 私の⼤学時代の研究テーマは「⽵の生⻑点に存在する
物質」でした。以来、⽵には深い思い入れがあります。
⽵の特徴といえば、「節目」があること。この節目に沿
って⽵は真っ直ぐに生⻑します。１日で１ｍ以上伸びる
こともあるそうです。激しい風にさらされても⽵が折れないのは、多くの「節
目」と「しなやかさ」があるためです。 

「節目」は物事の区切りの意味でも使われます。人生の節目と言えば、入学
式、卒業式、成人式は待っていたら必ず訪れる節目。受験、就職、結婚等は、
何かを決断する自分でつくる節目。喜びや悲しみ、突然の苦労や困難、たまた
ま聞いた誰かの話が胸に刺さった時など、突然訪れる節目があります。 

人も⽵と同じで、太く強い節目を多く迎えるほど、次の節目に向けて⼤きな
成⻑を目指せるのではないかと、いつしか考えるようになりました。以来、教
え子達には「節目」を美しく、しっかりと迎え、次につなげる機会とするよう
意識させました。 

まもなく、各学年それぞれの「節目」を迎えます。３年生は卒業、１、２年
生は進級です。卒業を迎える３年生。これまでの３年間、楽しいことばかりで
はなかったはずです。思い通りにいかない日も、悔しい思いをした日もあった
ことでしょう。それでも、みなさんはその⼀つひとつを乗り越え、確かな成⻑
を手にしてきました。みなさんがこの学校で培った力と仲間とのつながりは、
これからの人生を支える⼤きな財産になります。胸を張って、新しい世界へ羽
ばたいてください。 

１、２年生のみなさん、もうすぐ先輩になります。この⼀年で身につけた力
は、決して小さなものではありません。授業での粘り強さ、部活動、校外活動
での努力、仲間との協力。どれも次の学年で⼤きな力になります。節目を「こ
こからどう進むか」を⼀旦振り返る機会としましょう。 
・自分は何ができるようになったのか 

・次はどんな自分になりたいのか 

・そのために、明日からどんな行動をするのか 

ぜひ⼀度ゆっくり考えてみてください。４月、みなさんが⼀段と頼もしい姿
で学校を支えてくれることを楽しみにしています。 
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２月２７日（金）に第３回学校運営
協議会を開催しました。 
＜議題＞ 
（１）令和７年度学校評価の総括につ  

いて 
（２）令和７年度の学校課題について 
（３）令和８年度の学校行事等の見直  

しについて 
（４）令和８年度の学校運営協議会委  

員について 
1 月に実施した学校評価アンケートの結果

から、学校としての振り返りを報告しまし
た。次年度の学校行事の持ち方について協議
を行い意見を交換しました。地域学校協働活
動においては、地域ボランティアの方に技術
の授業支援や朝の登校見守りを行っていただ
きました。⼤変ありがとうございました。 

 
 
 

 
（１）出願書類提出期間 

令和 9 年 2 月 2 日（火）～4 日（木） 

（２）学力検査等の期日 

令和 9 年 2 月 16 日（火）17 日（水） 
 
○公立と私立 

公立・私立の学校選択構造の変化が見
られます。授業料無償化の拡充により 
公立高校離れが進んでいる傾向があると
の報道もされています。今年度、第⼀中
の近隣高校においても定員割れの学校が
多く見られる状況でした。 

これからは、学校間の競争が強まるこ
とから、各学校における教育内容や特色
をよく理解した上で、自分に合った進路
選択を行っていくことが重要となりそう
です。 
○授業料以外の費用負担は残る 

私立高校では設備費など授業料以外の
費用があります。「完全無償」とは言え
ません。誤解を防ぐ
ため、学校側の丁寧
な情報提供が求めら
れる⼀方で、保護者
の皆様も正確な情報
把握に努める必要が
あります。 

 
 
 
 

 

〇環境保全及び美化の推進に関する評

語コンクール 

優秀賞 板寺 理樹 
「そのゴミが 生まれ変わるよ ３R」 
 
 

 
「本校における働き方改革」への御

理解と御協力をお願いします。 

 
令和８年度から以下の対応を実施し

ますので、御理解と御協力をお願いし
ます。 
（１）学年だよりの不定期発行 

毎月、各学年から「学年だより」
を発行していますが、必要に応じた
臨時発行とします。毎月の予定や連
絡については tetoru 配信を活用し
てまいります。 

（２）学校対応時間 

職員の勤務時間は 8:00〜16:30 
です。対応が必要な連絡については
職員の勤務時間内にお願いします。 

＜学校運営協議会とは＞ 

学校運営協議会では、学校運営や
必要な支援に関する協議を通じて、
教育活動や地域学校協働活動の充実
や活性化を図るための話合いを地域
の方を交えて年 3 回行っています。 


